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ポイント

2月 （如月）FEBRUARY

日 月 火 水 木 金 土

11日・建国記念の日　23日・天皇誕生日
◆  2月の税務と労務

2 2021（令和3年）

インボイス制度特設サイト　国税庁がHP上で開設している、消費税の仕入税額控除の
方式として導入される「インボイス制度」の情報サイト。制度のQ&A、関係通達、申請
手続、概要の動画説明などが掲載されていて随時、更新されます。制度導入は令和5年10
月1日ですが、インボイスの発行事業者の登録申請は今年10月1日から開始されます。

国　税／ 令和2年分所得税の確定申告
 2月16日～3月15日

（還付申告は申告期間前でも受け付けられます）
国　税／ 贈与税の申告 2月1日～3月15日
国　税／ 1月分源泉所得税の納付 2月10日
国　税／ 12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 3月1日
国　税／ 6月決算法人の中間申告 3月1日
国　税／ 3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 3月1日
国　税／ 決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付 3月1日
地方税／ 固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

 市町村の条例で定める日
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TOUGH SHOP 広島
代理店 株式会社ハンズ
〒730-0051
広島市中区大手町3丁目7－2
TEL. 0 8 2（ 5 4 4 ）6 3 1 1
FAX． 0 8 2（ 5 4 4 ）6 3 1 2



2 月号─2

　
企
業
環
境
が
極
度
に
悪
化
し
て
く

る
と
、
中
小
企
業
経
営
者
は
信
用
不

安
の
中
で
焦
付
被
害
、
倒
産
被
害
を

未
然
に
回
避
し
よ
う
と
し
ま
す
。

　
取
引
先
の
信
用
調
査
は
〝
リ
ス
ク

レ
ス
経
営
〞
に
は
欠
か
せ
な
い
こ
と

で
す
。
そ
こ
で
、
信
用
調
査
の
方
法

の
一
つ
で
あ
る
信
用
調
査
会
社
の
調

査
に
つ
い
て
、
説
明
し
ま
す
。

　
な
お
今
回
は
、
個
人
事
業
者
（
法

人
の
形
は
と
っ
て
い
ま
す
が
）
に
焦

点
を
当
て
て
話
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

一

　調
査
方
法

　
取
引
先
の
信
用
調
査
は
、
①
取
引

先
を
見
る
、
②
取
引
先
の
資
料
を
集

め
る
、
③
取
引
先
と
関
係
の
あ
る
人

や
会
社
か
ら
聞
く
、
こ
と
で
す
。

　
で
は
、
具
体
的
に
ど
う
行
う
か
、

ど
の
よ
う
な
判
断
を
し
な
が
ら
行
っ

て
い
く
か
信
用
調
査
機
関
の
Y
氏
の

話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

－

信
用
調
査
を
す
る
場
合
、
相
手
企

業
に
い
き
な
り
行
く
の
で
す
か
？

Y
「
い
い
え
。
ま
ず
会
社
の
謄
本
、

会
社
所
在
地
と
社
長
の
住
所
の
土

地
・
建
物
の
謄
本
を
と
り
ま
す
」

－

ま
ず
、
お
お
よ
そ
の
見
当
を
付
け

て
い
く
わ
け
で
す
か
？

Y
「
そ
う
、
社
長
が
不
動
産
を
所
有

し
て
い
る
か
否
か
は
大
切
で
す
。

社
長
の
個
人
財
産
が
な
い
と
な
る

と
俄
然
信
用
は
な
く
な
り
ま
す
」

－

相
手
企
業
へ
の
面
接
の
時
の
注
意

事
項
を
教
え
て
下
さ
い

Y
「
そ
う
で
す
ね
…
、
同
じ
こ
と
を

別
の
角
度
か
ら
聞
く
の
が
コ
ツ
じ

ゃ
な
い
か
な
…
。
相
手
に
会
う
前

に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
聞
く
の
か

考
え
て
お
く
…
話
を
し
ば
ら
く
聞

い
て
い
く
う
ち
に
ウ
ソ
を
言
っ
て

い
る
か
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
な

聞
き
方
を
考
え
て
お
く
の
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

　
　
例
え
ば
、
支
払
手
形
は
ど
の
位

出
し
て
い
る
か
を
聞
い
て
三
〇
〇

万
円
位
と
答
え
た
ら
、
し
ば
ら
く

し
て
か
ら
割
引
手
形
は
ど
れ
位
あ

る
か
を
聞
く
。
割
引
手
形
は
三
〇

〇
〇
万
円
位
な
ど
と
答
え
る
よ
う

だ
っ
た
ら
信
用
で
き
ま
せ
ん
」

－

社
長
の
個
人
資
産
を
重
視
す
る
と

い
う
点
で
は
？

Y
「
も
ち
ろ
ん
。
社
長
に
不
動
産
を

所
有
し
て
い
る
か
否
か
は
聞
き
ま

す
。
不
動
産
の
所
有
に
つ
い
て
は
、

圧
倒
的
に
ウ
ソ
は
つ
か
な
い
と
い

っ
て
い
い
。
話
の
中
で
別
の
所
有

の
不
動
産
が
出
て
く
る
と
き
も
あ

り
、
そ
う
し
た
ら
資
料
を
追
加
す

る
必
要
が
あ
る
」

－

会
社
が
儲
か
っ
て
い
る
か
は
、
ど

う
判
断
す
る
ん
で
す
か
？

Y
「
儲
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分

か
ら
な
い
。
悪
い
場
合
や
危
険
な

状
態
に
あ
る
場
合
は
分
か
り
ま

す
。
売
上
げ
よ
り
も
利
益
を
重
視

し
た
聞
き
方
を
す
る
と
い
い
で
し

ょ
う
。
面
接
で
ウ
ソ
を
つ
く
と
こ

ろ
は
銀
行
に
聞
く
と
い
い
。
銀
行

で
は
良
い
悪
い
は
言
わ
な
い
が
、

売
上
げ
、
借
入
金
と
い
っ
た
大
体

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
こ
と
を
感
じ
取

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
銀
行
に
信
用

さ
れ
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
が

…
」

－

得
意
先
、
仕
入
先
に
つ
い
て
は
ど

の
よ
う
に
聞
き
ま
す
か
？

Y
「
得
意
先
、
仕
入
先
と
も
に
上
位

五
社
を
聞
き
ま
す
。
得
意
先
に
つ

い
て
は
大
手
ば
か
り
答
え
る
か
ら
、

本
当
は
ど
こ
か
を
ま
た
聞
く
。
そ

う
す
る
と
、
違
っ
た
答
え
に
な
り

分
か
っ
て
き
ま
す
」

－

そ
れ
か
ら
得
意
先
に
行
っ
て
聞
く

わ
け
で
す
ね
？

Y
「
い
い
え
、
仕
入
れ
先
二
〜
三
社

か
ら
聞
き
ま
す
。
支
払
先
の
良
否

が
良
く
分
か
り
ま
す
」

－

会
社
に
行
っ
て
も
、
何
も
答
え
て

く
れ
な
い
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま

す
が
？

Y
「
い
く
ら
聞
い
て
も
答
え
な
い
と

こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。
用
が
な
く
て

も
普
段
の
日
に
銀
行
に
行
き
信
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
」

二

　信
用
調
査
会
社
作
成
の
調
査
報

告
書

　
さ
て
、
次
に
信
用
調
査
会
社
が
株

式
会
社
K
商
事
（
会
社
形
態
は
と
っ

て
い
る
が
家
族
経
営
の
個
人
商
店
）

を
調
べ
た
調
査
報
告
書
（
表
参
照
。

表
は
調
査
会
社
・
調
査
報
告
書
を
要

約
し
作
成
）を
紹
介
し
ま
す
。

　
表
を
見
て
K
商
事
の
経
営
を
イ
メ

ー
ジ
し
て
下
さ
い
。

　
ま
ず
、
調
査
会
社
の
調
査
員
は
K

知
っ
て
お
き
た
い

信
用
調
査

 

〜
個
人
事
業
者
編
〜



3─2月号

商
事
の
表
１
と
表
２
を
謄
本
及
び
現

認
し
た
上
で
代
表
者
と
面
談
し
報
告

書
を
作
成
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、
そ
の
結
果
を
次
の
よ
う

に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

①
　
事
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
米
穀

類
の
販
売
を
行
う
ほ
か
、
不
動
産

業
を
手
掛
け
て
い
る
。
本
店
所
在

地
の
テ
ナ
ン
ト
収
入
は
安
定
し
て

い
る
。
ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
（
五

階
建
て
）
は
築
二
〇
年
程
度
で
あ

り
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
し
て
い
る
。

　
　
年
間
不
動
産
収
入
は
五
六
〇
万

円
と
推
定
す
る
。

②
　
資
金
現
況
と
調
達
力
に
つ
い
て

は
、
債
務
超
過
で
あ
る
が
、
役
員

借
入
金
を
自
己
資
金
と
み
な
せ
ば

大
き
な
問
題
は
な
い
。

　
　
し
か
し
、
返
済
財
源
に
あ
た
る

当
期
利
益
及
び
非
資
産
費
用
の
減

価
償
却
費
は
借
入
水
準
を
踏
ま
え

る
と
返
済
能
力
は
充
分
と
は
言
い

難
い
。
金
融
機
関
か
ら
の
上
積
み

支
援
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

③
　
最
近
の
動
向
と
見
通
し

　
　
当
社
か
ら
具
体
的
な
公
表
は
得

ら
れ
て
い
な
い
が
、
総
じ
て
業
歴

は
長
く
、
不
動
産
業
で
売
上
を
下

支
え
し
て
い
る
が
、
売
上
を
維
持

す
る
の
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て

い
る
。

〈
解

　説
〉

　
某
商
社
は
定
期
的
に
（
一
年
に
一

度
）
全
取
引
先
に
信
用
調
査
会
社
に

よ
る
信
用
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
金
融
機
関
に
お
い
て
も
度
々
、

信
用
調
査
会
社
の
信
用
調
査
と
自
行

の
調
査
を
照
合
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
対
談
の
中
で
調
査
員
Y
さ
ん
が

「
儲
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
。
悪
い
場
合
や
危
険
な
状
態

に
あ
る
場
合
は
分
か
る
。」
と
言
い

ま
し
た
。
こ
こ
に
、
ヒ
ン
ト
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

（表１）企業要覧

商　　号 株式会社 K商事
代表者

K田 K夫
所 在 地 栃木県U市 N町×× 昭和 18 年×月×日生
設　　立 昭和 44 年 10 月 電話　○○○○○○○
資 本 金 900万円 決算期 3月

事業内容 栃木県内の顧客向けに白米・玄米などの米穀類の販売を行うほか、不動産業を手掛けている。
［主業］米麦卸　［従業］貸事務所

取引銀行 N信金（本店）、A（S支店）、日本政策金融公庫
従 業 員 0名
仕 入 先 G株式会社、K商店、一般農家、株式会社 C社
得 意 先 社団法人D商会、株式会社 E、一般需要者、Y音楽教室

業績推移

（単位：千円） （増加率：％）
推定値
2016/3 2017/3 2018/3

売上高 19,977 14,016 △ 30.0 12,231 △ 13.0
営業利益 1,395 1,472 6 740 △ 50.0
経常利益 114 108 △ 5.0 108 0.0
当期利益 7 4 △ 43.0 4 0.0

事業構成 米穀販売
不動産管理・賃貸

60.0
40.0

54.3
45.7

評　　価 信用要素別　評価
業　　歴（1～ 5）
資本構成（0～ 12）
規　　模（2～ 19）
損　　益（0～ 10）　
資金現況（0～ 20）
経 営 者（1～ 15）

5
0
2
7
7
10

企業活力（4～ 19）
合計
加点（＋ 1～＋ 5）
減点（－ 1～－ 10）

10
41 点

１警 戒 不 要（86 ～ 100）
２差当り不難（66 ～ 85）
３多 少 注 意（51 ～ 65）
４一 応 警 戒（36 ～ 50）
５警　　　戒（35 以下）

（表２）貸借対照表の要旨 （単位：万円）

〔資産の部〕
［流動資産］
　現金・預金 30
　売掛金 30
　商品 280
　未収入金 560
［固定資産］
　建物 2,300
　その他資産 100

［資産合計］ 3300

〔負債の部〕
［流動負債］
　買掛金 60
　短期借入金 100
［固定負債］
　長期借入金 8,600
［負債合計］ 8,760
〔純資産の部〕
［資本金］ 900
　繰越損失金 △ 6,360
［純資産合計］ △ 5,460
［負債・純資産合計］ 3,300



2 月号─4

　
今
年
も
所
得
税
の
確
定
申
告
時
期

を
迎
え
ま
し
た
。
還
付
申
告
は
、
す

で
に
一
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

納
付
額
の
あ
る
人
に
つ
い
て
は
、
二

月
十
六
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

　
以
下
、
令
和
二
年
分
確
定
申
告
の

ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

1

　確
定
申
告
の
対
象
者

⑴
　
確
定
申
告
が
必
要
な
人

（
主
な
例
）

①
　
個
人
で
事
業
を
行
っ
て
お
り
納

税
額
が
あ
る

②
　
不
動
産
収
入
が
あ
り
納
税
額
が

あ
る

③
　
給
与
が
年
間
二
千
万
円
を
超
え

る
④
　
二
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら

っ
て
い
る

⑤
　
同
族
会
社
の
役
員
等
で
、
そ
の

会
社
に
不
動
産
や
事
業
資
金
を
貸

し
付
け
、
使
用
料
・
利
息
等
を
受

け
取
っ
て
い
る

⑥
　
令
和
二
年
中
に
土
地
等
の
譲
渡

が
あ
っ
た

⑦
　
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所

得
金
額
が
二
〇
万
円
を
超
え
る

⑵
　
所
得
税
の
還
付
を
受
け
ら
れ
る

人（
主
な
例
）

　
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
附

金
控
除
、
配
当
控
除
、
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
を
受
け
る
人

2

　令
和
二
年
分
の
主
な
留
意
点

⑴
　
基
礎
控
除
の
見
直
し

　
基
礎
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
合
計

所
得
金
額
が
二
、四
〇
〇
万
円
以
下

の
者
の
控
除
額
が
四
八
万
円
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
一
方
、
二
、四
〇
〇
万

円
超
は
三
二
万
円
、
二
、四
五
〇
万

円
超
は
一
六
万
円
と
な
り
、
二
、

五
〇
〇
万
円
を
超
え
る
と
基
礎
控
除

額
は
〇
円
と
な
り
ま
す
。

⑵
　
扶
養
親
族
等
の
合
計
所
得
金
額

要
件
等
の
改
正

　
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族

の
合
計
所
得
金
額
要
件
を
四
八
万
円

以
下
の
者
と
す
る
と
と
も
に
、
源
泉

控
除
対
象
配
偶
者
は
九
五
万
円
以

下
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象
と
な

る
配
偶
者
は
四
八
万
円
超
一
三
三
万

円
以
下
、
勤
労
学
生
は
七
五
万
円
以

下
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑶
　
ひ
と
り
親
控
除
の
創
設
等

①
　
寡
婦
控
除
が
見
直
さ
れ
、
現
に

婚
姻
し
て
い
な
い
者
の
う
ち
、
次

の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
、ひ
と
り
親
控
除
と
し
て
、

そ
の
者
の
そ
の
年
分
の
総
所
得
金

額
等
か
ら
三
五
万
円
が
控
除
さ
れ

ま
す
。

・
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子

（
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
が

四
八
万
円
以
下
の
者
）を
有
す
る

・
合
計
所
得
金
額
が
五
〇
〇
万
円
以

下
で
あ
る

・
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
状
況

に
な
い
（
住
民
票
に
未
届
の
妻
又

は
未
届
の
夫
で
あ
る
旨
の
記
載
が

な
い
）

②
　
寡
婦
控
除
の
対
象
は
、
合
計
所

得
金
額
が
五
〇
〇
万
円
以
下
で
、

夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
せ
ず
扶

養
親
族
が
い
る
人
、
夫
と
死
別
し

た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は

夫
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
者
と

さ
れ
ま
し
た
。

　
　
ま
た
寡
婦
控
除
の
特
例
は
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。

⑷
　
青
色
申
告
特
別
控
除
の
見
直
し

　
取
引
を
正
規
の
簿
記
の
原
則
に
従

っ
て
記
録
し
て
い
る
者
に
係
る
青
色

申
告
特
別
控
除
の
控
除
額
が
一
〇
万

円
引
き
下
げ
ら
れ
五
五
万
円
と
な
る

一
方
、
取
引
を
正
規
の
簿
記
の
原
則

に
従
っ
て
記
録
し
て
い
る
者
で
、
次

の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合

は
、
引
き
続
き
控
除
額
が
六
五
万
円

と
さ
れ
ま
し
た
。

①
　
そ
の
年
分
の
事
業
に
係
る
仕
訳

帳
及
び
総
勘
定
元
帳
に
つ
い
て
、

電
子
帳
簿
保
存
法
に
定
め
る
「
電

磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
保
存
」

又
は
「
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及

び
そ
の
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算

機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ

る
保
存
」を
行
っ
て
い
る
こ
と

②
　
そ
の
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告

書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算

書
等
を
提
出
期
限
ま
で
に
e

－

T
a
x
を
使
用
し
て
行
う
こ
と

　
な
お
、
一
〇
万
円
の
青
色
申
告
特

別
控
除
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

⑸
　
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

　
給
与
所
得
控
除
額
が
一
律
一
〇
万

円
引
き
下
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
給

与
収
入
が
八
五
〇
万
円
を
超
え
る

と
、
一
九
五
万
円
が
上
限
と
な
り
ま

す
。

令和二年分
確定申告の
ポイント
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表１　所得税額速算表（令和2年分用）

課税総所得金額A 税率
B 控除額C 税額＝（A×B－C）×102.1％

住民税額の速算表（所得割）
超 以下 ［課税所得］ ［税率］

1,950,000円 5％ 0円（A×５％）×102.1％

一律 10％

1,950,000円 3,300,000円 10 97,500円（A×10％－97,500円）×102.1％
3,300,000円 6,950,000円 20 427,500円（A×20％－427,500）×102.1％
6,950,000円 9,000,000円 23 636,000円（A×23％－636,000）×102.1％
9,000,000円 18,000,000円 33 1,536,000円（A×33％－1,536,000）×102.1％
18,000,000円 40,000,000円 40 2,796,000円（A×40％－2,796,000）×102.1％
40,000,000円 － 45 4,796,000円（A×45％－4,796,000）×102.1％

表２　確定申告書チェック表 （令和2年分用）

区分 項　　目 チェックの内容

所
得
金
額

共 通

営業・農業・その他の事業・不動産所得等については、収支内訳書の添付が必要です。

還付申告書を提出する場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であっても、含めて
申告します。

損益通算のできる損失は、不動産・事業・譲渡泫・山林所得です。

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

医　　療　　費
※ セルフメディケーション
税制との選択適用

補てん金は、未収であっても、見積りにより控除します。

差引負担額から10万円（又は所得金額の5％か、いずれか少ない金額）を、差し引い
てありますか。
※セルフメディケーション税制の場合、医薬品購入額が1万2千円超（8万8千円限度）。

医療費控除の明細書等の添付がされていますか。

寄 附 金 領収書、証明書等の添付等がされていますか。

特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人（平成10.1.2～平成14.1.1生まれ）で、
控除額は63万円です。

寡 婦 控 除 いわゆる「ひとり親」に該当せず、合計所得金額500万円以下の者（夫と死別の場合は
扶養親族要件なし、夫と離婚の場合は扶養親族要件あり）が対象です。

ひとり親控除 対象となる要件を満たしていますか（右ページ参照）。

配 偶 者 控 除
配偶者特別控除

合計所得金額が1,000万円超なのに適用していませんか。

控除額は、最高38万円です（老人控除対象配偶者の配偶者控除は最高48万円）。

税
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

配 当 控 除
対象となる配当所得は、剰余金の配当等です。

控除額は、課税総所得金額1,000万円以下は10％、それを超える部分は5％になります。

住宅ローン控除

申告書の住宅借入金等特別控除欄の「居住年月日」等は、すべて記入がありますか。

添付書類の不足はないですか。
⑴　新築・中古家屋の場合
　①家屋（土地）の登記事項証明書
　②請負契約書又は売買契約書の写し
　③住民票の写し（平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要）
　④住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
　⑤ 建築年数基準（耐火25年以内、非耐火20年以内）に該当しない場合は、耐震基準

適合証明書又は住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締
結されていることを証する書類のいずれか

⑵　増改築等をした家屋の場合
　 　上記⑴の各種の書類の他に「建築確認済証の写し」若しくは「検査済証の写し」又は、
「増改築等工事証明書」

そ
の
他

源泉徴収税額 未払いの源泉所得税額も含めて記載します。

申 告 納 税 額 黒字の金額は、100円未満の端数は切り捨て。

予 定 納 税 額 第一期・第二期とも、未納があっても記載して下さい。

泫一定の居住用財産以外の土地・建物等を除きます。
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労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
で
男
女

均
等
の
取
扱
い
、
育
児
・
介
護
休
業
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用

労
働
者
の
雇
用
管
理
、
職
場
に
お
け

る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
に
つ
い

て
民
事
上
の
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
場

合
、
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
の

申
出
に
よ
り
、
都
道
府
県
労
働
局
に

お
い
て
、
ト
ラ
ブ
ル
の
早
期
解
決
に

向
け
た
援
助
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
援
助
の
概
要
な
ど
を
説

明
し
ま
す
。

一

　援
助
の
概
要

　
紛
争
解
決
援
助
制
度
に
は
、
大
き

く
分
け
る
と
都
道
府
県
労
働
局
長
に

よ
る
援
助
と
調
停
委
員
（
弁
護
士
や

学
識
経
験
者
、
社
会
保
険
労
務
士
な

ど
の
労
働
問
題
の
専
門
家
）
に
よ
る

調
停
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
や
流
れ
は
次
の
と
お
り

で
す
。

㈠

　都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
援

助（
助
言
・
指
導
・
勧
告
）

　
調
停
に
比
べ
る
と
簡
単
な
手
続
き

で
迅
速
に
解
決
し
て
も
ら
う
こ
と
が

可
能
で
、
次
の
流
れ
に
よ
り
行
わ
れ

ま
す
。

①
　
都
道
府
県
労
働
局
の
雇
用
環

境
・
均
等
部
（
室
）
に
援
助
を
申

し
出
ま
す
。
電
話
・
手
紙
（
連
絡

先
記
載
）
で
も
申
出
を
す
る
こ
と

が
で
き
、
申
立
書
等
の
文
書
は
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

②
　
雇
用
環
境
・
均
等
部
（
室
）
が

労
働
者
と
事
業
主
の
双
方
か
ら
話

を
聞
き
ま
す
。
紛
争
の
内
容
等
の

把
握
に
必
要
が
あ
り
、
労
働
者
と

事
業
主
の
了
承
を
得
た
場
合
に

は
、
第
三
者
に
対
す
る
事
情
聴
取

が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

③
　
双
方
の
話
を
踏
ま
え
、
問
題
関

係
解
決
に
必
要
な
助
言
・
指
導
・

勧
告
の
援
助
が
行
わ
れ
ま
す
。

④
　
当
事
者
双
方
が
援
助
の
内
容
に

沿
っ
た
解
決
策
を
実
行
す
る
こ
と

に
よ
り
問
題
が
解
決
し
ま
す
。

　
一
方
、
次
の
場
合
に
は
援
助
の
打

ち
切
り
と
な
り
ま
す
。

・
　
本
人
の
死
亡
、
法
人
の
消
滅
等

が
あ
っ
た
場
合

・
　
被
申
立
者
が
非
協
力
的
で
、
度

重
な
る
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
事

情
聴
取
に
応
じ
な
い
場
合

・
　
対
立
が
著
し
く
強
く
、
歩
み
寄

り
が
困
難
で
あ
る
場
合

　
な
ど

㈡

　調
停
会
議
に
よ
る
調
停

　
公
平
、
中
立
性
の
高
い
第
三
者
機

関
に
援
助
し
て
も
ら
い
た
い
場
合
に

は
、
こ
ち
ら
を
活
用
し
ま
す
。

①
　
都
道
府
県
労
働
局
の
雇
用
環

境
・
均
等
部
（
室
）
に
調
停
申
請

書
（
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
提

出
し
ま
す
。
電
子
申
請
も
可
能
で

す
。

②
　
調
停
会
議
の
開
催
（
非
公
開
）

は
、
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
ま
す
。

・
　
関
係
当
事
者
か
ら
の
事
情
聴
取

・
　
関
係
労
使
を
代
表
す
る
者
か
ら

の
意
見
聴
取
（
関
係
当
事
者
か
ら

の
申
立
て
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
）

・
　
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る

労
働
者
そ
の
他
参
考
人
か
ら
の
意

見
聴
取
（
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
）

・
　
調
停
案
の
作
成

・
　
調
停
案
の
受
諾
を
当
事
者
双
方

に
勧
め
る

③
　
当
事
者
双
方
が
調
停
案
を
受
諾

す
る
こ
と
に
よ
り
問
題
が
解
決
し

ま
す
。

　
一
方
、
次
の
場
合
に
は
調
停
打
ち

切
り
と
な
り
ま
す
。

・
　
本
人
の
死
亡
、
法
人
の
消
滅
等

が
あ
っ
た
場
合

・
　
当
事
者
間
で
和
解
が
成
立
し
た

場
合

・
　
他
の
関
係
当
事
者
が
調
停
に
非

協
力
的
で
度
重
な
る
説
得
に
も
か

か
わ
ら
ず
出
席
し
な
い
場
合

・
　
対
立
が
著
し
く
強
く
、
歩
み
寄

り
が
困
難
で
あ
る
場
合

・
　
調
停
案
を
受
諾
し
な
い
場
合

な
ど

二

　援
助
対
象
の
追
加

　
紛
争
解
決
の
援
助
お
よ
び
調
停

は
、
次
の
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

職場の紛争解決
援助制度　　　
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・
男
女
雇
用
機
会
均
等
法

・
育
児
・
介
護
休
業
法

・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働

法
・
労
働
施
策
総
合
推
進
法

　
こ
れ
ら
の
法
律
は
令
和
二
年
に
改

正
法
が
施
行
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施

行
日
以
降
、
紛
争
解
決
援
助
お
よ
び

調
停
の
対
象
者
や
対
象
と
な
る
事
案

の
追
加
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

㈠

　男
女
雇
用
機
会
均
等
法
、
育

児
・
介
護
休
業
法

　
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
労
働
者
が

相
談
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て

解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
す

る
こ
と
が
、
紛
争
解
決
の
援
助
お
よ

び
調
停
の
対
象
と
し
て
加
わ
り
ま
し

た
（
す
べ
て
の
規
模
の
企
業
に
お
い

て
令
和
二
年
六
月
一
日
施
行
）。

①
　
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト

②
　
妊
娠
、
出
産
等
に
関
す
る
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト

③
　
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
に
関

す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

㈡

　パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労

働
法

　
次
の
事
項
が
改
正
に
よ
る
変
更
点

で
す
（
令
和
二
年
四
月
一
日
施
行
。

た
だ
し
、
中
小
企
業
は
令
和
三
年
四

月
一
日
施
行
）。

①
　
有
期
雇
用
労
働
者
が
紛
争
解
決

の
援
助
の
申
立
て
、
調
停
の
申
請

を
可
能
と
す
る
。

②
　
通
常
の
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
、
有
期
雇
用
労
働
者
と

の
間
の
不
合
理
な
待
遇
差
や
待
遇

の
相
違
の
内
容
、
理
由
に
関
す
る

説
明
を
紛
争
解
決
の
援
助
お
よ
び

調
停
の
対
象
と
す
る
。

㈢

　労
働
施
策
総
合
推
進
法

　
次
の
事
項
が
改
正
に
よ
る
変
更
点

で
す
（
令
和
二
年
六
月
一
日
施
行
。

①
に
つ
い
て
は
中
小
企
業
は
令
和
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
努
力
義
務
）。

①
　
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
（
優
越
的
な
関
係
を
背
景

と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
、
業
務
上

必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た

も
の
に
よ
り
、
労
働
者
の
就
業
環

境
が
害
さ
れ
る
も
の
）
に
関
す
る

事
業
主
の
措
置
義
務
に
つ
い
て
紛

争
解
決
の
援
助
お
よ
び
調
停
の
対

象
と
す
る
。

②
　
労
働
者
が
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
つ
い
て
の
相
談
を
行
っ
た
こ

と
等
を
理
由
と
す
る
解
雇
そ
の
他

不
利
益
な
取
扱
い
に
つ
い
て
紛
争

解
決
の
援
助
お
よ
び
調
停
の
対
象

と
す
る
。

三

　主
な
援
助
対
象

　
前
掲
の
「
二
　
援
助
対
象
の
追

加
」
で
触
れ
た
も
の
以
外
に
も
紛
争

解
決
援
助
お
よ
び
調
停
の
対
象
と
な

る
も
の
又
は
対
象
外
と
さ
れ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
の
で
、
い
く
つ
か
を
抜

粋
し
て
紹
介
し
ま
す
。

　
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
等
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

㈠

　都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
援

助
①
　
男
女
雇
用
機
会
均
等
法

・
　
募
集
・
採
用
、
配
置
、
昇
進
、

降
格
、
雇
用
形
態
の
変
更
、
退
職

勧
奨
、
解
雇
、
労
働
契
約
の
更
新

な
ど
に
関
す
る
性
別
に
よ
る
差
別

的
取
扱
い

・
　
婚
姻
を
理
由
と
す
る
解
雇
等
、

妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
と
す
る
解

雇
そ
の
他
不
利
益
取
扱
い

②
　
育
児
・
介
護
休
業
法

・
　
育
児
休
業
制
度
な
ど
育
児
介
護

休
業
法
に
関
す
る
労
働
者
と
事
業

主
と
の
間
の
紛
争

③
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労

働
法

・
　
昇
給
、
退
職
手
当
及
び
賞
与
の

有
無
等
の
労
働
条
件
の
文
書
交
付

に
よ
る
明
示
、
通
常
の
労
働
者
と

同
視
す
べ
き
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
に
対
す
る
差
別
的
取
扱
い

・
　
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を
推

進
す
る
た
め
の
措
置

④
　
労
働
施
策
総
合
推
進
法

　
　
前
述
の
と
お
り
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
防
止
措
置
等
が
対
象
と

さ
れ
ま
し
た
。

　
　
な
お
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に

よ
る
援
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
も

の
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

・
　
労
働
組
合
と
事
業
主
の
間
の
紛

争
や
労
働
者
間
の
紛
争

・
　
援
助
対
象
事
項
か
ら
の
逸
脱
が

あ
る
場
合

・
　
申
立
て
に
係
る
紛
争
に
関
し
、

確
定
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
場
合

　
な
ど

㈡

　調
停

　
調
停
の
対
象
と
な
る
紛
争
は
前
述

の
都
道
府
県
労
働
局
長
の
援
助
対
象

と
共
通
し
ま
す
が
、「
募
集
・
採
用
」

（
男
女
雇
用
均
等
法
に
基
づ
く
場
合
）

に
関
す
る
紛
争
の
よ
う
に
調
停
の
対

象
に
な
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
労
働
組
合
と
事
業
主
の
間

の
紛
争
や
労
働
者
と
労
働
者
の
間
の

紛
争
な
ど
も
調
停
の
対
象
と
は
な
り

ま
せ
ん
。



2 月号─8

　パソコンのキーボードはアルファベット
部分の上段が「QWERTY」の順に並んでい
ます。なぜこのような配列のキーボードが
一般的になっているのでしょうか。
　実は、これよりも早い打 を可能にする
キーボードは、今まで多数提案されてきま
した。1930年代のDvorakキーボードが
良く知られた例です。
　しかし、なぜ速いと分かっているキーボ
ードが主流にならなかったのか。
　経済学者のポール・デイヴィッドは、
「QWERTYキーボードは、1867年のショ
ールズらのタイプライターの発明にまで遡
る。当時のタイプライターは速い打 が続
くと絡まりや衝突が頻繁に引き起こすとい
う問題を抱えていた…。
　この問題を解決する過程で、QWERTY
に近いキー配列が考えられた。そして、
E.レミントン・アンド・サンズ社が市場

に出すことになった」と話しています。
　しかし、1890年代は多くの代替的機能
を持ったタイプライターが市場に出てきた
時代であり、決してQWERTYキーボード
が市場を支配したわけでもなかったそうで
す。
　そして、技術的進歩にもかかわらず、
1890年代半ばにはQWERTY配列がユニ
バーサルなものとして確立するに至りまし
た。
　デイヴィッドは、タイプライターがすで
に大きな複雑系の一部となっていたからと
言います。つまり、そこにはタイプライタ
ーの製造業者、タイピングのオペレーター
やタイピングスキルを訓練する公的・私的
な組織が背後にあったからと説明します。
　この例から得られる教訓は、現在の世界
がなぜ今あるような姿をしているのかを理
解するには、歴史的プロセスを内包したシ
ステムになっている、という経路を考える
必要があるということではないでしょう
か。

パソコンのキーボードの配列

　「2001年に米国に来てから、2019年の
野球はまったく違うものになりました。頭
を使わなくてもできてしまう野球になりつ
つあるような－」
　シアトル・マリナーズ等に在籍していた
イチロー氏は引退会見の中でメジャーリー
グ（MLB）の変化をこう語っています。
　その変化の例が「フライボール革命」。
これは膨大な集積データの結果、フライ（空
中高く上がった飛球）を打ち上げることが
より高い確率で得点に貢献するという打撃
理論。その風潮は日本にも及んでいて、高
校球児たちも積極的にフライを打ち上げる
ようになってきているそうです。
　もはやビッグデータからはじき出される
予測を重視して、競技のあり方からチーム
の戦術等までもデータに支配されるように
なる－。
　イチロー氏の発言は、まさに“野球とい
うスポーツの主人公は誰なのか”という問
いでしょう。

主人公は選手か“データ”か　
長
く
会
社
を
経
営
し
て
い
る
と

「
倒
産
」が
脳
裡
に
よ
ぎ
っ
た
経
験
を

さ
れ
た
方
も
多
い
は
ず
で
す
。

　
そ
れ
ら
の
方
に
危
機
の
乗
り
越
え

方
の
話
を
聞
く
と
、「
絶
対
に
会
社

を
潰
さ
な
い
」と
の
信
念
の
下
、「
本

人
の
英
知
と
ま
わ
り
の
助
け
」
が
働

い
た
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　
他
人
は
、「
運
が
良
か
っ
た
で
す
ね
」

と
言
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ

に
は
ブ
レ
な
い
哲
学
が
あ
り
、
そ
こ

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
集
中
さ
せ
た
と
い

う
必
然
の
結
果
で
あ
る
よ
う
で
す
。

　
Ｋ
社
長
は
、
昨
年
三
月
か
ら
の
新

型
コ
ロ
ナ
対
策
で
は
、

①
　
社
員
と
関
係
者
の
感
染
の
予
防

と
防
止
対
策

②
　
運
転
資
金
の
確
保

③
　
社
員
の
雇
用
維
持
宣
言

④
　
方
針
の
策
定
と
展
開
（
活
動
の

優
先
順
位
を
つ
け
る
）

⑤
　
計
画
の
達
成
状
況
の
チ
ェ
ッ
ク

を
実
行
し
て
い
ま
す
。

会
社
危
機
に
戦
う

発行


